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仏全1991年3月1日

　本会の評議員会・理事会が、去る2月6日午後2時から、

京都グランドホテルで開催された。今回は湾岸戦争の激化に

伴い、緊急議題として「湾岸戦争に対する本会の平和アピ

ールの採択について承認を求める件」が上程され、審議された。

　
評
議
貝
会
は
、
議
長
に
中
野
玄
光
師
、
議
事
録
署

名
人
に
上
野
諦
、
佐
藤
功
岳
の
両
師
を
選
ん
で
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
国
号
「
理
事
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
件
」

　
議
案
第
二
号
「
平
成
三
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
三
号
「
平
成
三
年
度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
四
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

　
い
ず
れ
も
中
野
議
長
よ
り
上
程
、
担
当
部
長
が
説

明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ

れ
た
。

　
理
事
会
は
、
議
長
に
白
川
理
事
長
、
議
事
録
署
名

人
に
徳
富
義
孝
、
猪
俣
顕
忠
の
両
師
を
選
ん
で
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
國
号
「
常
務
理
事
の
変
更
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
二
号
「
平
成
三
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
三
号
「
平
成
三
年
度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
議
案
第
四
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
い
ず
れ
も
白
川
議
長
よ
り
上
程
、
担
当
部
長
が
説

明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。
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つ
づ
い
て
、
両
会
議
共
通
の
議
案
と
し
て
、
議
案

第
五
号
「
湾
岸
戦
争
に
対
す
る
本
会
の
平
和
ア
ピ
ー

ル
の
採
択
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」
が
上
程
さ

れ
た
。
石
上
事
務
総
長
が
原
案
を
朗
読
、
字
句
の
一

部
を
修
正
の
上
、
別
記
の
「
湾
岸
戦
争
に
対
す
る
全

日
本
仏
教
会
平
和
ア
ピ
ー
ル
」
を
満
場
一
致
で
採
択
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
ア
ピ
ー
ル
に
基
づ
い
て
、
具
体
的

な
行
動
を
起
こ
す
か
ど
う
か
、
緊
急
の
常
務
理
事
会

を
開
い
て
、
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
報
告
事
項
は
、
同
和
委
員
会
報
告
が
加
藤
現
崇
委

員
長
か
ら
、
ま
た
事
務
総
局
各
部
報
告
が
、
各
担
当

部
長
か
ら
行
わ
れ
た
。

　　

@　

V
年
懇
親
会

　
理
事
会
・
評
議
員
会
終
了
後
、
午
後
五
時
か
ら
同

じ
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
恒
例
の
新
年
懇
親
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　
最
初
に
白
川
理
事
長
が
挨
拶
、
来
賓
と
し
て
出
席

し
た
柳
川
覚
治
参
議
院
議
員
が
祝
辞
を
述
べ
、
春
見

会
長
の
発
声
で
乾
杯
、
以
後
、
百
五
十
人
の
出
席
者

に
よ
る
、
な
ご
や
か
な
懇
談
が
つ
づ
い
た
。

　　

@　

嵂
ｱ
理
事
会

　
二
月
二
十
日
午
後
四
時
か
ら
、
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ

　
一
九
九
一
年
一
月
十
七
日
、
湾
岸
危
機
は
、
つ
い

に
戦
争
に
突
入
し
ま
し
た
。
戦
禍
は
日
に
日
に
拡
大

し
、
凄
惨
な
殺
数
と
環
境
破
壊
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。

私
た
ち
日
本
の
仏
教
徒
は
い
ま
深
い
悲
し
み
に
沈
ん

で
い
ま
す
。

　
私
た
ち
仏
教
徒
の
基
本
的
立
場
は
、
釈
尊
い
ら
い
、

一
貫
し
て
平
和
主
義
で
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
は
最
大

の
暴
力
で
あ
り
、
無
享
の
人
々
に
犠
牲
を
強
い
る
愚

行
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、

自
己
を
正
当
化
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い
生
命
を
武

力
で
奪
い
と
る
こ
と
は
、
何
人
に
も
絶
対
に
許
さ
れ

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
厳
粛
な
る
真
実
こ
そ
、
平
和
に
生
き
よ
う
と

テ
ル
で
、
常
務
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

二
月
六
日
の
理
事
会
・
評
議
員
会
の
決
定
に
基
づ
き
、

湾
岸
戦
争
へ
の
具
体
的
な
対
応
策
を
審
議
す
る
た
め
、

急
遽
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
議
案
「
本
会
の
湾
岸
戦
争
に
対
す
る
平
和
ア
ピ
ー

ル
採
択
に
伴
う
具
体
的
対
応
策
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
件
」

　
白
川
理
事
長
よ
り
上
程
、
川
島
総
務
部
長
が
説
明
、

活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
①
湾
岸
戦
争
の
難
民
を
救

援
す
る
た
め
、
加
盟
団
体
及
び
一
般
の
仏
教
徒
か
ら

浄
財
を
募
る
、
②
救
援
金
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
を

通
し
て
、
難
民
救
援
事
業
に
あ
て
る
、
の
二
点
を
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
し
た
。

す
る
全
て
の
人
々
に
と
っ
て
の
燈
火
で
あ
り
、
依
る

べ
で
あ
る
と
、
私
た
ち
は
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

主
張
や
利
害
の
対
立
は
、
武
器
に
よ
っ
て
で
は
な
く

平
和
的
な
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
私
た
ち
日
本
の
仏
教
徒
は
、
事
態
の
重

大
性
に
鑑
み
、
心
か
ら
な
る
祈
り
と
願
い
を
こ
め
て
、

戦
争
関
係
当
事
者
た
ち
に
、
こ
の
悲
惨
な
る
戦
争
を

即
刻
停
戦
し
、
平
和
の
た
め
の
話
し
合
い
を
開
始
す

る
こ
と
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
九
九
一
年
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
白
川
良
純

　
　
※
　
　
　
　
※

　
こ
の
常
務
理
事
会
決
定

を
受
け
、
さ
っ
そ
く
別
記

（
入
頁
）
の
要
領
で
募
金

活
動
が
開
始
さ
れ
た
。

　
一
方
、
平
和
ア
ピ
ー
ル

は
直
ち
に
英
訳
さ
れ
、
ブ

ッ
シ
ュ
・
ア
メ
リ
カ
大
統

領
、
フ
セ
イ
ン
・
イ
ラ
ク

大
統
領
、
デ
ク
エ
ア
ル
国

連
事
務
総
長
、
海
部
総
理

大
臣
へ
提
出
さ
れ
た
。
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仏全1991年3月1日

第
十
回
「
業
・
施
陀
羅
問
題
」
研
究
会

中
国
仏
教
と
「
三
世
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
大
学
講
師
平
井
宥
慶

　
第
十
回
「
業
・
昏
絶
羅
問
題
」
に
関
す
る
研
究
会

が
、
去
る
十
一
月
二
十
九
日
午
後
一
時
か
ら
、
真
言

宗
豊
山
派
宗
務
所
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
大
正
大

学
講
師
・
平
井
堕
民
師
が
「
中
国
仏
教
と
三
世
」
を

テ
ー
マ
に
、
要
旨
次
の
よ
う
な
講
演
を
行
っ
た
。

　
一
つ
の
文
化
は
前
代
の
文
化
に
規
定
さ
れ
つ
つ
登

場
し
、
超
克
と
挫
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら
内
部
形
成

を
進
め
て
行
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
次
代
の
文

化
た
る
何
ら
か
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
あ
る
い

は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
形
を
取
っ
て
、
一
時
代
の
歴

史
に
そ
の
存
在
が
規
定
ざ
れ
る
。

　
こ
の
概
念
か
ら
い
え
ば
、
い
か
な
る
文
化
も
、
そ

れ
が
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
を
有
す
る
。
従
っ

て
、
我
々
が
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
精
神
構
造
を
抽
出

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
是
非
と
も
そ
の
「
次
代
」

を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
か
ら

空
海
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
文

化
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
空
海
の
教

養
の
基
本
が
中
国
の
文
化
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の

論
者
に
語
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
そ
の
著
作
に
仏

典
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
伝
統
の
古
典
文
献
の
引
用
の

多
出
の
一
事
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。
そ
れ
も
後
漢

か
ら
六
朝
時
代
へ
か
け
て
の
思
想
変
遷
が
重
要
と
思

考
さ
れ
る
。

1
．
士
大
夫
と
仏
教

　
西
暦
紀
元
前
後
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
は
、

そ
の
後
に
順
調
に
中
国
社
会
に
浸
透
し
て
行
っ
た
訳

で
は
な
い
。
む
し
ろ
長
い
沈
滞
の
時
間
を
へ
た
後
、

よ
う
や
く
南
北
朝
時
代
に
な
っ
て
、
初
め
て
仏
教
は

大
い
に
花
開
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
こ
の
時
代
は
、
中
国
の
歴
史
上
ま
れ
に
見
る
動
乱

と
分
裂
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仏
教
の
展
開
に

は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
、
重
大
な
要
素
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
要
素
は
「
士
大
夫
」
、
即
ち
知
識

者
階
級
の
動
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
教
は
こ
の
士
大

夫
た
ち
に
大
い
に
評
価
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
中
国

社
会
に
意
識
さ
れ
る
”
文
化
”
と
な
っ
た
。

　
孔
子
は
、
「
経
国
済
民
」
と
い
う
一
事
に
集
約
さ
れ

た
政
治
の
局
面
と
い
う
、
極
め
て
現
実
的
な
問
題
に

主
軸
を
置
い
た
思
想
を
説
い
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

”
現
実
”
に
限
定
さ
れ
た
孔
子
の
思
想
の
行
方
は
、

決
し
て
死
の
世
界
ま
で
は
カ
バ
ー
し
て
く
れ
な
か
っ

た
。
『
易
』
の
導
入
を
儒
教
が
取
り
入
れ
て
い
る
事

に
、
若
干
の
神
秘
性
を
持
つ
が
、
実
際
は
秦
の
始
皇

帝
以
来
、
漢
の
長
期
政
権
に
お
け
る
皇
帝
権
の
超
人

性
を
、
補
完
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
漢
の
長
期
政
権
も
二
世
紀
末
に
な
る
と
、
統
治
力

を
失
っ
て
来
る
。
最
も
そ
の
端
的
な
現
象
は
、
反
乱

の
続
出
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
反
乱
は
多
く
宗
教
が
ら

．
み
の
も
の
で
あ
っ
た
。
．
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
道
教
の
教

団
が
歴
史
上
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
道
教
の
教
理

的
中
核
と
な
っ
た
神
仙
思
想
は
、
不
老
不
死
を
う
る

方
法
と
と
も
に
、
三
宝
の
『
抱
朴
子
』
に
よ
っ
て
体

系
化
さ
れ
た
。

　
　
こ
の
葛
洪
は
、
代
表
的
な
士
大
夫
の
一
人
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
中
国
の
知
識
人
た
ち
が
、
生
死
の
領
域
へ
よ

う
や
く
思
考
の
方
向
を
巡
ち
せ
始
め
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
こ
こ
に
士
大
夫
た
ち
の
知
識
精
神
に
耐
え
う

る
、
よ
り
高
度
な
思
想
が
要
求
さ
れ
る
、
そ
う
い
う

文
化
的
段
階
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
そ
の
渇
を
癒
し

た
も
の
が
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
人
に
よ
る
仏
教
の
理
解
の
最
初
は
、
老
荘
思

想
で
解
釈
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
格
義
仏
教
で
あ
る
。

そ
し
て
理
解
の
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
思
想
の
変

容
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
士
大
夫
た

ち
が
仏
教
に
強
い
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
三
世
応
報

の
概
念
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ど
う
し
て
も
離
れ
る
事

の
で
き
な
い
、
現
世
の
み
と
い
う
限
定
が
一
挙
に
外

さ
れ
、
過
去
と
未
来
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
た
。

2
．
仏
教
者
と
儒
教
の
関
わ
り

　
山
回
の
『
弘
明
集
』
に
見
ら
れ
る
問
題
の
一
つ
に
、

　
「
神
の
滅
・
不
滅
問
題
」
が
あ
る
。
そ
の
中
で
僧
祐

は
、
一
般
の
人
々
が
「
神
不
滅
、
三
世
あ
る
こ
と
な

し
」
と
疑
う
は
、
儒
教
の
論
難
者
が
典
籍
の
中
に
見

い
出
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
僧
祐
の
こ
の
論

法
は
、
仏
教
者
と
し
て
は
矛
盾
す
る
が
、
そ
れ
は
相
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手
が
在
俗
の
人
で
あ
る
と
し
た
上
に
成
り
立
っ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
教
の
側
で
は
、
「
神
不

滅
、
三
世
が
あ
る
」
と
い
う
事
は
、
自
明
の
事
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
り
、
霊
魂
の
本
質
的
な
根
源
と
い

う
も
の
を
考
え
て
、
そ
れ
が
不
滅
だ
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
儒
者
で
あ
る
顔
之
推
は
、
儒
教
精
神
を
護
る

た
め
に
、
仏
教
の
三
世
観
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
時
代
、
儒
教
が
執
拗
に
仏
教
を
攻
撃

し
た
の
は
、
そ
の
根
幹
と
す
る
忠
と
孝
と
い
う
問
題

に
、
仏
教
が
出
家
と
い
う
形
で
反
す
る
事
に
、
思
想

的
危
険
性
を
感
じ
た
た
め
と
考
え
る
。

　
そ
の
後
、
中
国
の
仏
教
と
儒
教
、
道
教
の
関
わ
り

は
様
々
に
展
開
し
、
後
に
は
三
教
融
合
へ
と
向
か
っ

て
行
く
。
階
の
中
国
全
土
統
一
政
権
が
成
立
す
る
事

に
よ
り
、
国
内
安
定
期
が
訪
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
仏
教

史
で
い
う
宗
派
成
立
時
代
と
な
り
、
こ
こ
に
”
国
家
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熱
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仏
教
”
の
す
が
た
が
は
っ
き
り
見
え
て
来
る
。

3
．
偽
経
の
問
題

　
中
国
古
来
の
経
典
史
家
は
、
中
国
に
お
い
て
翻
訳

さ
れ
た
も
の
が
真
経
、
翻
訳
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
も

の
を
偽
経
と
分
類
す
る
。

　
い
か
な
る
文
献
も
存
在
す
る
理
由
を
有
し
、
偽
経

も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
、
多
く
の
偽
経
そ
の
も
の
は

仏
典
の
精
要
を
取
り
、
そ
れ
に
時
代
意
識
を
踏
ま
え

て
、
仏
教
徒
の
（
僧
侶
、
在
俗
者
を
含
め
て
）
日
常

生
活
へ
の
厳
し
い
反
省
を
説
く
経
典
と
定
義
さ
れ
る
。

　
偽
経
と
さ
れ
る
も
の
に
『
善
悪
因
果
経
』
が
あ
る
。

こ
の
経
典
は
紅
炉
資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
諸
々
の
苦
悩
は
み
な
従
悪
の
業
に
よ
る

と
説
く
。
仏
教
の
本
義
か
ら
い
え
ば
、
ど
ん
な
宿
業

を
積
ん
で
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
の
修
行
を
す

る
事
に
よ
っ
て
、
必
ず
そ
の
苦
か
ら
離
脱
す
る
事
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
研
究
す
る
立

場
か
ら
い
う
時
、
偽
経
を
含
め
て
様
々
な
経
典
の
存

在
は
、
存
在
そ
の
も
の
が
事
実
と
い
う
認
識
に
立
っ

て
、
我
々
は
こ
れ
を
厳
し
く
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

4
．
為
政
者
の
仏
教
観

　
先
に
出
た
『
弘
明
集
』
の
中
の
も
う
一
つ
の
問
題

は
、
「
沙
門
敬
不
敬
論
」
で
あ
る
。
即
ち
、
僧
は
王
者

（
皇
帝
）
の
前
に
出
た
時
に
、
こ
れ
を
敬
す
る
べ
き

か
、
敬
せ
ざ
る
べ
き
か
と
い
う
論
で
あ
る
。

　
廉
山
の
慧
遠
は
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
を
取
る
事

に
よ
っ
て
、
時
の
皇
帝
に
公
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、

唐
代
に
な
る
と
国
家
の
律
と
令
が
制
定
確
立
さ
れ
、

し
だ
い
に
仏
教
教
団
は
皇
帝
権
の
中
に
包
み
込
ま
れ

て
行
く
。

　
日
本
で
は
国
家
と
仏
教
教
団
と
の
関
わ
り
は
、
国

家
仏
教
と
い
う
事
で
始
ま
っ
た
。
即
ち
、
中
国
の
仏

教
教
団
の
様
々
な
葛
藤
の
内
か
ら
そ
の
結
果
だ
け
を

受
け
、
「
僧
尼
令
」
と
い
う
形
で
教
団
が
運
営
さ
れ

る
。
日
本
で
は
最
初
か
ら
国
家
が
支
配
を
す
る
も
の

と
し
て
出
家
を
規
定
し
、
そ
の
律
令
体
制
の
内
に
取

り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
空
海
は
こ
の
律
令
体
制
に
お
け
る
仏
教
者
で
あ
る

こ
と
を
、
拒
否
し
た
人
で
あ
る
。
中
国
仏
教
で
長
い

間
議
論
さ
れ
た
儒
仏
道
三
教
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、

『
三
教
指
帰
』
を
書
い
た
。
本
書
の
一
番
の
テ
ー
マ

は
、
出
家
が
忠
と
孝
に
離
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う

事
で
あ
る
。
空
海
は
そ
れ
に
対
し
て
、
出
家
を
し
て

仏
に
仕
え
る
と
い
う
事
は
、
大
い
な
る
孝
、
大
い
な

る
忠
を
発
揮
す
る
事
だ
と
答
え
る
が
、
こ
れ
も
先
の

『
弘
明
集
』
に
出
て
来
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
空
海
の
思
想
は
『
弁
顕
密
二
教
諭
』
に
、
そ
し
て

最
後
に
は
『
十
住
心
論
』
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る

が
、
そ
の
一
生
の
持
つ
意
味
は
、
す
で
に
『
三
教
指

帰
』
の
中
に
、
そ
の
精
神
構
造
が
含
蔵
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
う
い
う
思
想
を
ト
ー
タ

ル
と
し
て
把
握
し
て
こ
そ
、
空
海
の
世
界
観
の
真
骨

頂
が
見
え
て
く
る
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
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重
職
詩
経
遷
難
鋤
鑓

京
都
会
館
で
千
名
が
参
加

　
部
落
解
放
基
本
法
制
定
を
求
め
る
宗
教
者
総
決
起

集
会
実
行
委
目
違
（
全
期
、
同
宗
連
な
ど
七
団
体
が

構
成
）
主
催
の
「
第
三
回
部
落
解
放
基
本
法
制
定
を

求
め
る
宗
教
一
二
決
起
集
会
i
い
の
ち
あ
る
限
り
共

に
生
き
よ
う
一
」
が
、
去
る
二
月
七
日
午
後
一
時
か

ら
、
京
都
市
左
京
区
の
京
都
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。

当
日
は
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
、
新
宗
教
、

教
派
神
道
な
ど
の
諸
団
体
か
ら
、
約
千
名
が
参
加
。

会
場
の
第
ニ
ホ
ー
ル
は
、
二
階
ま
で
満
席
と
い
う
盛

会
ぶ
り
だ
っ
た
。

　
午
後
一
時
か
ら
の
開
会
式
は
、
主
催
者
代
表
の
中

講
演
す
る
ハ
ン
ソ
ン
氏

島
義
和
実
行
委
員
長
（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
）
が

挨
拶
、
続
い
て
部
落
解
放
同
盟
中
央
執
行
委
員
長
・

上
杉
佐
一
郎
氏
、
部
落
解
放
基
本
法
制
定
要
求
国
民

運
動
京
都
府
実
行
委
員
会
副
会
長
・
広
瀬
呆
氏
が
来

賓
挨
拶
。
同
宗
連
議
長
・
増
野
正
弘
氏
の
経
過
報
告

に
引
き
続
き
、
記
念
講
演
に
入
っ
た
。

　
講
師
は
マ
ス
コ
ミ
で
活
躍
中
の
イ
ー
デ
ス
・
ハ
ン

ソ
ン
氏
。
現
在
ハ
ン
ソ
ン
氏
は
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本
支
部
長
を
務
め
る
。
ア

ム
ネ
ス
テ
ィ
と
は
、
人
権
を
守
る
国
際
的
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
。

　
人
権
の
意
識
を
持
つ
と
い
う
事
は
、
多
分
に
偶
然

な
き
っ
か
け
に
よ
る
。
即
ち
、
ハ
ン
ソ
ン
氏
の
場
合

は
、
幼
時
期
を
イ
ン
ド
に
過
ご
し
た
経
験
が
影
響
し

て
い
る
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
は
、
イ
ン
ド
と
パ

キ
ス
タ
ン
の
分
割
に
伴
い
、
頻
繁
に
デ
モ
が
発
生
し

て
い
た
。
一
九
五
〇
年
代
の
初
め
、
ア
メ
リ
カ
へ
帰

国
。
黒
人
差
別
の
現
状
に
対
し
、
大
変
強
い
疑
問
を

持
つ
。
ハ
ン
ソ
ン
氏
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
膚
の
色
の

違
い
か
ら
差
別
を
受
け
る
事
は
、
フ
ェ
ア
ー
で
な
い

と
感
じ
る
。
墜

　
一
九
六
〇
年
に
来
日
。
民
族
の
相
違
に
よ
る
在
日

韓
国
、
朝
鮮
人
へ
の
差
別
を
見
る
。
そ
れ
よ
り
も
ハ

ン
ソ
ン
氏
を
驚
か
し
た
の
は
、
部
落
差
別
の
問
題
で

あ
る
。
宗
教
、
人
種
、
民
族
の
違
い
も
無
い
の
に
、

差
別
を
受
け
る
事
に
疑
問
を
感
じ
た
。

　
こ
う
し
て
人
権
の
認
識
を
得
た
ハ
ン
ソ
ン
氏
で
は

あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
は
実
際
に
行
動
へ
と
移
る
事

が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
偶
然
に
知
っ
た
の
が
ア
ム
ネ

ス
テ
ィ
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
的
な
活
動
の
目

標
は
、
①
暴
力
を
用
い
て
も
い
な
い
の
に
、
政
治
に

つ
い
て
の
考
え
方
・
宗
教
・
人
権
な
ど
が
違
う
と
い

う
だ
け
で
囚
わ
れ
た
「
良
心
の
囚
人
」
の
釈
放
、
②

政
治
囚
へ
め
公
正
な
裁
判
を
求
め
る
、
③
拷
問
・
死

刑
の
廃
止
、
の
三
点
。
具
体
的
な
活
動
は
、
「
良
心
の

囚
人
」
の
釈
放
を
求
め
る
手
紙
を
書
く
事
だ
と
い
う
。

過
去
二
十
年
の
活
動
に
よ
り
、
大
き
な
効
果
を
生
ん

で
い
る
。

　
最
後
に
ハ
ン
ソ
ン
氏
は
、
宗
教
者
も
同
じ
人
間
で

は
あ
る
が
、
人
々
の
大
き
な
期
待
を
集
め
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
な
活
動
を
希
望
し
ま
す
、
と

話
を
締
め
く
く
っ
た
。

　
そ
の
後
、
「
御
鷹
野
の
子
守
歌
」
の
ギ
タ
ー
の
弾
き

語
り
が
あ
り
、
白
川
本
会
理
事
長
が
「
大
会
宣
言
決

議
案
」
を
提
示
し
、
参
加
者
の
拍
手
に
よ
っ
て
採
択
。

水
野
義
之
副
実
行
委
員
長
（
新
宗
連
）
が
閉
会
の
挨

拶
に
代
え
、
「
湾
岸
戦
争
に
対
す
る
宗
教
者
の
ア
ピ
ー

ル
案
」
を
提
示
し
、
採
択
さ
れ
集
会
は
終
了
し
た
。
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「
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
」
開
く

　
神
奈
川
一
一
教
会
主
催
の
「
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
」

（
後
援
・
全
日
本
仏
教
会
、
山
一
謹
券
株
式
会
社
）

が
、
去
る
二
月
二
十
二
日
午
後
一
時
か
ら
、
横
浜
国

際
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

　
神
奈
川
県
で
の
開
催
は
、
今
回
で
三
回
目
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
県
内
各
地
か
ら
約
入
虚
名
が
参
加
。
県

仏
関
係
者
の
税
務
問
題
に
関
す
る
関
心
の
高
さ
が
伺

わ
れ
た
。

懸
嚇

開
か
れ
た
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー

横
浜
で
、
約
八
十
名
が
参
加

　
　
　
セ
ミ
ナ
ー
は
午
後
一
時
か
ち
、
福
永
隆
昭
神
奈
川

　
　
県
仏
教
会
長
、
剛
山
本
会
財
務
部
長
の
挨
拶
に
続
い

　
　
て
、
山
一
謹
券
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

　
　
室
部
長
の
難
波
貞
夫
氏
が
「
宗
教
法
人
に
お
け
る
こ
．

　
　
れ
か
ら
の
有
利
な
財
務
に
つ
い
て
」
の
講
題
で
講
演
。

　
　
続
い
て
本
会
顧
問
弁
護
士
の
長
谷
川
正
浩
氏
が
「
寺

　
　
院
を
め
ぐ
る
最
近
の
税
務
の
動
向
と
土
地
税
制
に
つ

　
　
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
講
演
を
し
た
。

　
　
　
難
波
氏
は
、
湾
岸
戦
争
に
よ
る
中
東
情
勢
と
株
価

　
　
の
動
向
を
踏
ま
え
、
①
宗
教
法
人
の
財
政
的
基
盤
を

　
　
確
保
す
る
中
、
長
期
的
な
視
点
で
の
有
利
な
運
用
を
、

　
②
こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
と
資
産
運
用
の
ポ
イ
ン
ト
、

　
③
上
手
な
貯
蓄
の
選
び
方
、
④
有
利
な
金
融
商
品
、

　
⑤
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
の
留
意
点
、
⑥
株
式
投

　
資
等
に
関
し
て
税
制
上
の
質
問
の
多
い
も
の
、
の
六

　
項
目
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ま
た
、
長
谷
川
氏
は
、

　
新
土
地
税
制
の
動
向
に
つ
い
て
ふ
れ
、
公
私
の
区
別

　
　
と
税
務
調
査
を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
、
①
公
私
の
区
別

　
　
の
不
明
確
性
と
そ
の
原
因
、
②
収
入
の
不
明
確
性
、

　
③
支
出
の
不
明
確
性
、
の
三
点
に
つ
い
て
説
明
。
今

　
後
の
寺
院
の
対
処
方
法
等
に
つ
い
て
、
詳
細
に
説
明

　
し
た
。

　
　
講
演
の
後
、
参
加
者
と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
、
午

　
後
五
時
に
閉
会
と
な
っ
た
。

◎
大
き
さ
　
た
て
七
五
㌢
　
よ
こ
五
二
蔚

◎
定
　
価
　
一
枚
　
百
円
　
（
送
料
実
費
）

◎
申
　
込
　
全
日
本
仏
教
会
国
際
文
化
部

　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　
　
　
　
　
　
む

○
懇
懇
（
大
）
た
て
1
4
㎝
よ
こ
2
1
㎝
四
五
、
O
O
O
円

○
仏
旗
（
中
）
た
て
9
0
㎝
よ
こ
塒
㎝
一
七
、
○
○
○
円

○
仏
旗
（
小
）
た
て
7
0
㎝
よ
こ
㎜
㎝
一
三
、
○
○
○
円

○
手
旗
　
　
た
て
3
5
㎝
よ
こ
5
0
㎝
　
入
、
○
○
○
円

○
法
輪
旗
　
　
た
て
9
0
㎝
よ
こ
燭
㎝
一
〇
、
○
○
○
円

お
申
し
込
み
は
全
日
本
仏
教
会
財
務
部
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募
金
活
動
に

　
湾
岸
戦
争
は
、
多
く
の
尊
い
人
命
を
奪
い
、
壊
滅

的
な
環
境
破
壊
を
残
し
て
終
結
し
ま
し
た
。
本
会
で

は
、
関
係
諸
国
及
び
周
辺
諸
国
の
難
民
・
被
災
民
の

復
興
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
募
金
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
慈
悲
の
精
神
に
則

り
、
皆
様
方
の
絶
大
な
る
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
浄
財
は
、
郵
便
振
替
、
銀
行
振
込
、
ま
た
は
現
金

ご
協
力
を
！

書
留
で
お
送
り
下
さ
い
。
集
ま
り
ま
し
た
募
財
は
、

本
会
が
責
任
を
も
っ
て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
I

C
R
C
）
を
通
し
て
、
難
民
救
援
事
業
に
充
て
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　
郵
便
振
替
　
東
京
三
一
三
七
六
〇
〇
　
財
団
法
人

　
　
　
　
　
　
全
日
本
仏
教
会

　
銀
行
口
座
　
住
友
銀
行
芝
支
店
　
普
通
四
二
九
三

　
　
　
　
　
　
注
入
　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

二
＋
九
日

三
＋
一
日

局
内
会
議

神
奈
川
二
仏
教
会
新
年
会
出
席

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

法
律
相
談
室

1
二
月
1

訂
正
　
前
号
、
第
十
回
同
和
研
修
会
の
記
事
で
、
全
国
の

識
字
学
級
数
、
六
百
学
級
を
誤
っ
て
、
「
六
千
学
級
」

と
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
つ
つ
し
ん
で
訂
正

申
し
上
げ
ま
す
。

華
山
　
恵
光
（
元
全
仏
常
務
理
事
）

平
成
二
年
十
二
月
目
入
日
、
入
十
六
歳
で
遷
化

元
臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
総
長

稲
田
　
稔
界
（
元
全
仏
理
事
長
）

平
成
二
年
十
二
月
二
十
三
日
、
入
十
四
歳
で
遷
化

国
際
仏
教
興
隆
協
会
理
事
長

倉
内
　
松
堂

一
月
十
日
、
入
十
五
歳
で
遷
化

前
臨
済
宗
妙
心
寺
派
管
長

福
井
康
順

一
月
二
十
一
日
、
九
十
二
歳
で
遷
化

妙
法
院
門
主
、
元
大
正
大
学
学
長

関
牧
翁

二
月
十
三
日
、
入
十
七
歳
で
遷
化

臨
済
宗
天
竜
寺
派
管
長

　　

?
｣
潔
務
《
局
懲
録
事
≦

　
　
1
一
月
1

　
入
日

　
九
日

＋
二
日

＋
四
日

＋
七
日

二
＋
四
日

局
内
会
議

基
本
法
総
決
起
集
会
実
行
委
員
会
出
席

埼
玉
県
佛
教
会
新
年
会
出
席

仏
教
伝
道
協
会
新
年
会
出
席

稲
田
稔
界
師
本
葬
参
列

・
法
律
相
談
室

同
和
研
究
会

　
四
日

　
六
日

　
七
日

＋
五
日

二
＋
日
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　　　　　　　も　　　　　　　　　◆十十　　　　　　　1ニー1日日

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
修
正
会
出
席

理
事
・
評
議
員
会
、
新
年
懇
親
会

基
本
法
総
決
起
集
会
出
席

局
内
会
議

常
務
理
事
会

法
律
相
談
室

宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
神
奈
川
）

浅草通り五鳳会加盟店

均窯」襲国商店
東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

　　　電　話　　代表（3841）4965
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一
九
九
一
年
三
月
一
日
発
行

　
　
　
三
月
号
　
第
三
六
六
号

発
行
人
　
石
　
上
　
智
　
康
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
全
　
日
　
本
　
仏
　
教
　
会

〒
一
〇
五

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一
四

電
話
〇
三
（
三
四
三
七
）
九
二
七
五
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